
令和６年（202４年）７月２６日 

 危機管理防災課・港湾課 

 

 

特定利用港湾への対応について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考資料】 

別添資料１：国から本県に対する依頼文書 

 

別添資料２：熊本港・八代港における港湾施設の円滑な利用に関する確認事項 

 

別添資料３：本県から国に対する回答文書 

 

 

報道資料 

〇令和６年（２０２４年）７月１６日付けで、国から本県が管理する「熊本港」及び「八代

港」について、「円滑な利用に関する枠組み」を関係省庁と本県との間で確認する

ことの依頼がありました。 

 

〇これに対し、本県は、本日付けで、熊本港及び八代港の港湾管理者として、関係

法令を踏まえ、適切に対応すべきものであることから、港湾施設の「円滑な利用

に関する枠組み」を確認した旨、回答します。 

 

〇国によると、本県からの回答を踏まえ、８月中にも特定利用港湾とすべく手続きを

進めていきたいとのことです。 

【問い合わせ先】 

危機管理防災課 増永、野添 

  TEL  096-333-2112 

   （内線 60052、60073）  

港湾課 布田、 菅 

   TEL  096-333-2516 

   （内線 53841、53847）  

    



令和６年７月１６日 

内 閣 官 房 

国 土 交 通 省 

防 衛 省 

 

 

 

総合的な防衛体制の強化のための公共インフラ整備について 

（依頼） 

 

 

 

 

 

 国家安全保障戦略（令和４年１２月１６日閣議決定）に基づく、「総合的な防

衛体制の強化のための公共インフラ整備」に関し、「円滑な利用に関する枠組

み」を関係省庁と熊本県との間で確認することを依頼する。 
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別添資料２



 

港第８４号  

令和６年（２０２４年）７月２６日  

 

 内閣官房長官  

 国土交通大臣 様 

 防衛大臣 

 

熊本港・八代港港湾管理者 熊本県 

代表者 熊本県知事 木村 敬 

   

 

  

   総合的な防衛体制強化のための公共インフラ整備について(回答) 

 

令和６年７月１６日付けで依頼がありました熊本港・八代港における港湾施設の「円

滑な利用に関する枠組み」を確認しました。 

なお、本枠組みを円滑に運用していくためには、関係住民をはじめ国民の理解が不可 

欠となります。 

国におかれましては、理解を深めるための取組みについて責任をもって継続的に行っ

ていただきますようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担当】 

土木部 河川港湾局  

港湾課 港湾整備班 

TEL    096-333-2516 

E-mail  kouwan@pref.kumamoto.lg.jp   

 

別添資料 3 


